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「国 ・地方財政」や 「情報」はいったい誰の物なのであろうか。地方分権時代を迎えて10年 。未だ

国民(住 民)も 国(行 政)も 明確な判断を持てないでいる。財政および1青報は国民(住 民)の もので

あり、その行政 と住民の共有する情報 を基に、地方は財政への責任 と事業決定をすべきと考える。

叢 はじめに
これ まで私たちは納税 とい う形で国民 ・住民 と

しての義務 を果 た し、 国・行政 を全面的 に信頼 し、

すべて を任 せ従 って きた。 しか し、行政 か らは住

民 の参画の場 や情報提供 はほ とんどな く、勿論事

業選択の機会 さえ与 え られて はこなか った。 では

その間、地方財 政 は専 門家 で ある はず の行政 に

よって健全 に運営 され てきたのであ ろうか。

答 えは明 らかである。 しか しその責任意識 ・危

機感 は行政 にはな く、 自 ら改 める様子 さえ見受 け

られ ない。特 に談合 ・天下 り ・無駄 な公共事業等

は財政問題 のみに収 まらず、自然環境破壊 を始 め、

地方 自治の在 り方 その ものに影響 す る に も拘 ら

ず、今なお問題 は解決 されて はいない。

昨年の政権交代後、地方財政 の姿は流動的 であ

り、未だ見 えて きてはいないが、破綻寸前 の国 ・

地方財政 の下、改 めて財政面か ら 「ダム問題」 を

考 えてい きたい。

難 地方財政の現状
「国の財政」 との両輪 とされ る 「地方財政」 は、

教育 ・福祉や道路 ・河川な ど地域住民 に密接 に関

連 し、直接我々 の生活 に関わっている。 その地方

財政 は、1994(平 成6)年 以 降地方税収入 の落:ち

込 みや減税等 によ り急激 に不足 し、地方 の借金で

あ る地方債 の発行 は急増 し、2009(平 成21)年 度

末 には197兆 円、対GDP比38.6%、1991(平 成3)

年度比3.8倍 の127兆 円増 、つ まり地方 の借金 は

約20年 で4倍 にも膨れ上がった。しかしながら、

夕張市より切実な 「国の財政」は地方財政支援へ

の余裕はな く、「地方の事業仕分け」等、地方自ら、

地方に合った早急な対策が必要であると考 える。

効果があるか否かを議論 しなければならないよう

な、緊急性のない不必要な事業に投資する余裕な

ど国にも地方にもないのが現状である。

翻 北髄 は二重 三重行政
国土交通省 は全 国に8つ の地方整備局 を出先機

関 としてい るが、その中で北海道 は組織 も職員規

模 も特殊 であ る。北海道 は他府県 と同 じ霞 が関 の

「北海 道局 」の他、特別 に現地の 「北海道 開発局」

が置かれ る二重行政 となってお り、その構造上、

事業 ・財政 ・業者 ・運営 な どのチ ェックがほ とん

ど行われていない。

また、北海道 開発局 は予算8,360億 円、下部組

織 としての11開 発建設部があ り、都道府 県 として

の北海道庁 の公共事業予算4,000億 円、10土 木現

業所 とほぼ重 なる形で あ り、 これ を合 わせ る と三

重行政 となる。

垂 その特殊1生か成す鰍
北海道は、未だ開発が必要な特別な地域 とされ、

北海道開発庁が 「北海道開発局」 と名前を変えた

だけで国土交通省の組織の一部 としてそのまま残

された。そのため霞が関の北海道局が所管はして

いるが、国か らの監視が届かず公共事業の落札率
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は全国平均83.5%に 対 し北海道 は94.4%と 、ほ と

ん ど 「競 争入札 」が行われ ていないのが現状 であ

る。 また、「北海道特例」の優遇制度 を設 け公共事

業の道負担 を他都府県 よ り低 めに設定 し、事業 を

受 け入れやすい システムを作 り 「開発 」 を進 めて

いる。

この ような理 由が 「住民 の求 めない無駄 な開発」

や資料 ・数字 を求 めて も、 なかなか情報 開示 され

ない原因の一 つ と考 える。

羅 北髄 特例による 「ダム健 設
他都府県がダム完成時までの毎年の 「建設費そ

の他経費合計の30～50%の 負担金」に対 し 「北海

道特例」の優遇制度ではわずか15%。 その約半分

を交付税措置 されるので、実際はわずか7～8%

が北海道の負担である。また国(北 海道開発局)

か らの提案とあっては知事 も余程の理由がなけれ

ば断れないのが現状であり、基礎 自治体の首長 と

なればさらに目に見えない圧力がかかるのは、「推

して知るべし」である。

この負担金割合が少ないのは北海道への負担軽

減が目的ではな く 「開発」が目的であることは、

ダム完成後の維持費の割合から判断できる。つま

り「造ってしまえばこっちのもの」、ダムが完成 し

てか らの北海道特例はなく全国一律の、「各年維持

費30%負 担」とな り、起債 も認められな く、ダム

の形がな くなるまで半永久的に支払いが続 く。

垂 小さく産んで大きく育てるダム予算
ダムの総事業費は計画当初の2倍 以上に膨れ上

がるのが一般的。いったん乗 り込めば途中下車は

許されず、国からは明細書のない1枚 物の請求書

が自治体 に送 られ、自治体は何の調査もな く示さ

れた額を支払 うだけである。地方が国から求めら

れる山のような書類を考えると 「国からは詳細に

求めるが、国には何 も言 うな!」 ということなの

であろうか。

地方分権時代の今、それは許されない と考え、

忠別ダムに関しては負担金の明細を求め、サンル

ダムには 「当初予算530億 円で収まる書類 ・当初

予算以内で収まったダム名」を国に求め、開示請

求を進めてきた。結果的に旭川市の忠別ダム維持

費負担金は減額され、サンルダムは528億 円に下

方修正され規模の縮小が現実 となった。
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懸
使わない水に毎年2億 円支出の

旭川市

1984(昭 和59)年 度か らスター トし、2007(平

成19)年 度か ら供 用開始 した忠別 ダム に5.66%の

水利権 を求 めた旭川市 は、1984年(昭 和59)年 度

か ら毎年建設費 その他の年間経費 の水利権 の割合

分5.66%の 支払分 を起債(借 金)し 、30年 の償還

計画で支払 い続 けている。現在 、建設費 その他の

償還金約1億7千 万 円 と年間維持費約3千 万 円、

合計約2億 円 を忠別 ダ ムの5.66%の 水利 権 のた

め毎年支出 している。 しか しなが ら忠別 ダムか ら

の水利権分 の水 は一切使われていない。

「財政健全化」を目指 し絞 りに絞 り、市民 に も負

担 を抱 えるほ どの財政難の中、市民 が 「仕方が な

い」 と納得 で きる数字で あろうか。 また忠別 ダム

の広報パ ンフレッ トにある 「1981(昭 和56)年 の

洪水」の事実 はな く、住民の不安 をあおる写真 を

載せ ている(写 真1)。 そ こまで して ダムが必要

だ ったのであろ うか。

以前か ら水利権 の返上お よび維持費 の軽減 を市

の執行部 に求 めて きたが、 この分権 時代 において

もなお 「国 に物 を申せば後 が怖 い」と言 う執行部。

昭和の時代 に 「水利権 は必要ない」 と言 い きれた

首長 は果た して存在 したのであ ろうか。

羅 前車の轍を踏ませないために
ダムがすべて不要 である とは思わない。 しか し

「あって もいいか も…」程度 の必要性 、 また数字や

写真の操作 まで してダムを造 る必 要 はあ るのであ

ろ うか。完成後 のダムについて はしっか り現状 を

検証 し情報 を開示 し、 メ リッ ト・デメ リッ トの情

写真1北 海道開発局旭川開発建設部発行の広報パ

ンフレッ ト「忠別ダム」に掲載 されている写

真。「昭和56年8月 忠別川支川(ア イヌ川)」

とあるが、アイヌ川は忠別川の北側を平行に

流れる延長5kmほ どの小川。写真の昭和56

年の 「洪水」は忠別川の 「洪水」とは無関係

である



報を共有し、今後のダム計画の検討資料 とすべき

と考える。また本来行政は住民に代わって 「少な

い予算で効果の高い仕事 をする機関」であり、情

報 は全て住民 と共有するのが当然である。

道内の財政状況はどこも厳 しく、原発を抱える

1自 治体以外ほとんどの自治体が、運営費の5～

8割 を国からの地方交付税等で賄っているのが現

状である。

治水 ・利 水 にはどの方法が効果的で財政 的に も

有利か を、住民 と共 に じっ くり検討すべ き と考 え

る。
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